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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

2020年度
第１四半期
連結累計期間

2021年度
第１四半期
連結累計期間

2020年度

(自2020年４月１日
至2020年６月30日)

(自2021年４月１日
至2021年６月30日)

(自2020年４月１日
至2021年３月31日)

経常収益 百万円 16,315 16,758 65,587

うち信託報酬 百万円 ― ― 2

経常利益 百万円 2,941 4,500 12,663

親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 2,029 3,193 ―

親会社株主に帰属する
当期純利益

百万円 ― ― 8,498

四半期包括利益 百万円 22,205 5,974 ―

包括利益 百万円 ― ― 42,971

純資産額 百万円 272,688 298,157 292,894

総資産額 百万円 3,531,446 3,968,538 3,866,075

１株当たり四半期純利益 円 48.22 76.12 ―

１株当たり当期純利益 円 ― ― 202.64

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

円 ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

円 ― ― ―

自己資本比率 ％ 7.72 7.51 7.57

信託財産額 百万円 378 370 370

(注) １ 当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

３ 自己資本比率は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部合計で除して算出しております。

４ 信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係るものを記載しており

ます。なお、該当する信託業務を営む会社は提出会社１社であります。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事業等のリスクについては、

前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結会計期間末(2021年６月30日)における財政状態について、総資産額は、前連結会計年度末(2021

年３月31日)比1,024億円増加し、３兆9,685億円となりました。また、純資産額は、前連結会計年度末比52億円増加

し、2,981億円となりました。

譲渡性預金を含めた預金は、個人預金、法人預金及び公金預金がいずれも増加したことから、前連結会計年度末

比844億円増加し、３兆3,033億円となりました。

貸出金は、個人ローンは増加したものの、一般貸出金及び地公体等向け貸出金が減少したことなどから、前連結

会計年度末比109億円減少し、２兆759億円となりました。

有価証券は、安全性・流動性を重視しつつ効率的な運用に努めた結果、前連結会計年度末比153億円増加し、１兆

164億円となりました。

当第１四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年６月30日）の経営成績について、経常収益は、野村證

券株式会社との包括的業務提携開始に伴う役務取引等収益の増収などから、前第１四半期連結累計期間（自2020年

４月１日 至2020年６月30日）比４億42百万円増収の167億58百万円となりました。

また、経常費用は、与信費用の減少などから、前第１四半期連結累計期間比11億16百万円減少し、122億58百万円

となりました。

この結果、経常利益は、前第１四半期連結累計期間比15億59百万円増益の45億円、親会社株主に帰属する四半期

純利益は、前第１四半期連結累計期間比11億63百万円増益の31億93百万円となりました。
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国内・国際業務部門別収支

当第１四半期連結累計期間の資金運用収支は、資金調達費用の減少などから、前第１四半期連結累計期間比３

億13百万円増益の89億71百万円となりました。

役務取引等収支は、野村證券株式会社との包括的業務提携開始に伴う役務取引等収益の増収などから、前第１四半

期連結累計期間比３億91百万円増益の21億57百万円となりました。

その他業務収支は、前第１四半期連結累計期間比１億12百万円減益の４億62百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 7,898 759 ― 8,658

当第１四半期連結累計期間 7,899 1,072 ― 8,971

　うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 8,138 1,255 7 9,387

当第１四半期連結累計期間 8,118 1,275 7 9,387

　うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 240 496 7 728

当第１四半期連結累計期間 219 203 7 415

信託報酬
前第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 1,748 17 ― 1,766

当第１四半期連結累計期間 2,137 20 ― 2,157

　うち役務取引等
　収益

前第１四半期連結累計期間 1,846 31 ― 1,878

当第１四半期連結累計期間 2,305 36 ― 2,341

　うち役務取引等
　費用

前第１四半期連結累計期間 97 14 ― 112

当第１四半期連結累計期間 167 15 ― 183

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 417 156 ― 574

当第１四半期連結累計期間 414 48 ― 462

　うちその他業務
　収益

前第１四半期連結累計期間 3,710 156 ― 3,866

当第１四半期連結累計期間 3,649 437 ― 4,087

　うちその他業務
　費用

前第１四半期連結累計期間 3,292 ― ― 3,292

当第１四半期連結累計期間 3,235 389 ― 3,625

(注) １ 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住

者取引、特別国際金融取引勘定分は国際業務部門に含めております。

２ 相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

３ 資金調達費用は金銭の信託運用見合額の利息（前第１四半期連結累計期間―百万円、当第１四半期連結累計

期間―百万円）を控除して表示しております。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

当第１四半期連結累計期間の役務取引等収益は、野村證券株式会社との包括的業務提携開始に伴う役務取引等収益

の増収などから、前第１四半期連結累計期間比４億63百万円増収の23億41百万円となりました。

また、役務取引等費用は、前第１四半期連結累計期間比71百万円増加し、１億83百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 1,846 31 1,878

当第１四半期連結累計期間 2,305 36 2,341

　うち預金・貸出
　業務

前第１四半期連結累計期間 471 ― 471

当第１四半期連結累計期間 515 ― 515

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 365 29 395

当第１四半期連結累計期間 350 33 383

　うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 210 ― 210

当第１四半期連結累計期間 516 ― 516

　うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 294 ― 294

当第１四半期連結累計期間 318 ― 318

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 97 14 112

当第１四半期連結累計期間 167 15 183

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 85 8 94

当第１四半期連結累計期間 86 9 95

(注) 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者

取引、特別国際金融取引勘定分は国際業務部門に含めております。

国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 2,838,465 66,574 2,905,040

当第１四半期連結会計期間 3,067,687 69,130 3,136,818

　うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 1,833,752 ― 1,833,752

当第１四半期連結会計期間 2,072,259 ― 2,072,259

　うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 981,189 ― 981,189

当第１四半期連結会計期間 975,553 ― 975,553

　うちその他
前第１四半期連結会計期間 23,523 66,574 90,098

当第１四半期連結会計期間 19,874 69,130 89,004

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 152,272 ― 152,272

当第１四半期連結会計期間 166,500 ― 166,500

総合計
前第１四半期連結会計期間 2,990,737 66,574 3,057,312

当第１四半期連結会計期間 3,234,188 69,130 3,303,318

(注) １ 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住

者取引、特別国際金融取引勘定分は国際業務部門に含めております。

２ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金、定期性預金＝定期預金＋定期積金
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国内店業種別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況（末残・構成比）

業種別
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内店
(除く特別国際金融取引勘定分)

1,997,904 100.00 2,075,947 100.00

　製造業 281,876 14.11 289,072 13.92

　農業，林業 8,868 0.45 8,124 0.39

　漁業 1,226 0.06 1,270 0.06

　鉱業，採石業，砂利採取業 947 0.05 1,143 0.06

　建設業 72,574 3.63 87,305 4.21

　電気・ガス・熱供給・水道業 54,406 2.73 58,642 2.82

　情報通信業 12,214 0.61 13,156 0.63

　運輸業，郵便業 117,682 5.89 122,680 5.91

　卸売業，小売業 255,993 12.81 270,802 13.04

　金融業，保険業 60,773 3.04 54,733 2.64

　不動産業，物品賃貸業 285,301 14.28 295,549 14.24

　各種サービス業 296,123 14.82 310,075 14.94

　地方公共団体 182,657 9.14 186,323 8.98

　その他 353,479 17.69 355,643 17.13

　国内店名義現地貸 13,777 0.69 21,420 1.03

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

　政府等 ― ― ― ―

　金融機関 ― ― ― ―

　その他 ― ― ― ―

合計 1,997,904 ― 2,075,947 ―

(注) 「各種サービス業」の内訳は、「学術研究，専門・技術サービス業」「宿泊業」「飲食業」「生活関連サービ

ス業，娯楽業」「教育，学習支援業」「医療・福祉」「その他のサービス」となっております。
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「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況

「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は提出会社１社であります。

信託財産の運用／受入状況（信託財産残高表）

資 産

科目

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

有価証券 75 20.31 75 20.31

現金預け金 294 79.69 295 79.69

合計 370 100.00 370 100.00

負 債

科目

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

金銭信託 370 100.00 370 100.00

合計 370 100.00 370 100.00

(注) １ 共同信託他社管理財産 前連結会計年度―百万円 当第１四半期連結会計期間―百万円

２ 元本補填契約のある信託については、前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間の取扱残高はありませ

ん。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①銀行業

銀行業の経常収益は、野村證券株式会社との包括的業務提携開始に伴う役務取引等収益の増収などから、前第

１四半期連結累計期間比５億16百万円増収の131億83百万円、経常利益は、前第１四半期連結累計期間比15億11

百万円増益の43億58百万円となりました。

②リース業

リース業の経常収益は、リース売上高等の減収などから、前第１四半期連結累計期間比67百万円減収の36億60

百万円となりました。一方、経常利益は、与信費用の減少などから、前第１四半期連結累計期間比47百万円増益

の１億41百万円となりました。

(注)「事業の状況」に記載の課税取引については、消費税及び地方消費税を含んでおりません。

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年７月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 43,240,000 43,240,000
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株でありま
す。

計 43,240,000 43,240,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年６月30日 ― 43,240 ― 23,452 ― 16,232

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　



― 9 ―

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

① 【発行済株式】

2021年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 835,700
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

422,739 ―
42,273,900

単元未満株式
普通株式

― １単元(100株)未満の株式
130,400

発行済株式総数 43,240,000 ― ―

総株主の議決権 ― 422,739 ―

(注) １ 上記の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株

式が、それぞれ210,500株(議決権2,105個)及び６株含まれております。

２ 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、阿波銀グループ職員持株会専用信託（以下、「従持信託」と

いう。）が保有する当行株式が、259,400株(議決権2,594個)含まれております。

３ 上記の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式

が、それぞれ500株(議決権５個)及び80株含まれております。

４ 上記の「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式34株が含まれております。

② 【自己株式等】

2021年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
当行

徳島市西船場町
二丁目24番地の１

835,700 ― 835,700 1.93

計 ― 835,700 ― 835,700 1.93

(注) 役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株式210,500株及び259,400株は、上記自己保有株式に含まれ

ておりません。

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（1982年大蔵省令第10号）に準拠しております。

２ 当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自2021年４月１日 至2021

年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年６月30日）に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

現金預け金 632,773 701,103

コールローン及び買入手形 19,595 52,083

買入金銭債権 1,530 1,024

商品有価証券 775 ―

有価証券 ※2 1,001,096 ※2 1,016,432

貸出金 ※1 2,086,915 ※1 2,075,947

外国為替 6,955 9,192

リース債権及びリース投資資産 ※1 29,187 ※1 29,190

その他資産 47,864 50,110

有形固定資産 36,733 37,203

無形固定資産 4,954 4,804

退職給付に係る資産 6,111 ―

繰延税金資産 229 226

支払承諾見返 9,689 9,201

貸倒引当金 △18,337 △17,981

資産の部合計 3,866,075 3,968,538

負債の部

預金 3,089,980 3,136,818

譲渡性預金 128,841 166,500

コールマネー及び売渡手形 11,071 ―

債券貸借取引受入担保金 42,065 36,395

借用金 236,990 266,822

外国為替 11 3

その他負債 28,558 27,574

賞与引当金 22 ―

役員賞与引当金 43 ―

退職給付に係る負債 44 ―

役員退職慰労引当金 9 11

株式報酬引当金 196 192

睡眠預金払戻損失引当金 344 327

偶発損失引当金 1,103 1,091

繰延税金負債 21,503 22,737

再評価に係る繰延税金負債 2,704 2,704

支払承諾 9,689 9,201

負債の部合計 3,573,180 3,670,380
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

資本金 23,452 23,452

資本剰余金 20,106 20,106

利益剰余金 176,045 178,390

自己株式 △3,529 △3,392

株主資本合計 216,075 218,556

その他有価証券評価差額金 73,194 76,221

繰延ヘッジ損益 △1,528 △1,754

土地再評価差額金 5,134 5,134

退職給付に係る調整累計額 18 ―

その他の包括利益累計額合計 76,819 79,601

純資産の部合計 292,894 298,157

負債及び純資産の部合計 3,866,075 3,968,538
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

経常収益 16,315 16,758

資金運用収益 9,387 9,387

（うち貸出金利息） 5,921 5,952

（うち有価証券利息配当金） 3,421 3,324

役務取引等収益 1,878 2,341

その他業務収益 3,866 4,087

その他経常収益 ※1 1,183 ※1 942

経常費用 13,374 12,258

資金調達費用 728 415

（うち預金利息） 189 109

役務取引等費用 112 183

その他業務費用 3,292 3,625

営業経費 7,461 7,603

その他経常費用 ※2 1,780 ※2 430

経常利益 2,941 4,500

特別利益 ― 44

退職給付制度終了益 ― 44

特別損失 122 55

固定資産処分損 12 55

減損損失 109 ―

税金等調整前四半期純利益 2,818 4,489

法人税等 789 1,295

四半期純利益 2,029 3,193

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,029 3,193
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 2,029 3,193

その他の包括利益 20,175 2,781

その他有価証券評価差額金 19,971 3,026

繰延ヘッジ損益 195 △226

退職給付に係る調整額 9 △18

四半期包括利益 22,205 5,974

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 22,205 5,974
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首

から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると

見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる影響額はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号2020年３月31日）第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

りません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」とい

う。)等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、その他有価証券のうち市

場価格のある株式の期末日の時価について、期末月１カ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額から、期

末日の市場価格に基づいて算定された価額に変更しております。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

当第１四半期連結累計期間(自2021年４月１日 至2021年６月30日)

１ 税金費用の処理

税金費用につきましては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定して

おります。

また、一部の連結子会社の税金費用は、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用後

の法人税等の負担率を乗じることにより算定しております。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券

報告書の重要な会計上の見積りに記載した内容から重要な変更はありません。

（役員報酬ＢＩＰ信託）

当行は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、取締役（監査等委員で

ある取締役及び社外取締役である者を除く。）及び執行役員（取締役と併せて以下、「取締役等」という。）を

対象に、「役員報酬ＢＩＰ信託」による業績連動型株式報酬制度を導入しております。

１．取引の概要

当行が定める株式交付規程に基づき、取締役等に対し、業績及び役位に応じてポイントを付与し、そのポイ

ントに応じた当行株式及びその換価処分金相当額の金銭を退任時に信託を通じて交付及び給付します。

２．信託が保有する当行の株式に関する事項

(1) 信託が保有する当行の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。

(2) 信託における帳簿価額は、前連結会計年度末732百万円、当第１四半期連結会計期間末732百万円であります。

(3) 信託が保有する当行株式の株式数は、前連結会計年度末210千株、当第１四半期連結会計期間末210千株で

あります。
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（信託型従業員持株インセンティブ・プラン）

当行は、当行のグループ職員を対象に、当行グループの中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与す

ると同時に、福利厚生の増進策として、持株会の拡充を通じた職員の株式取得及び保有を促進することによる資

産形成支援を目的とし、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」を導入しております。

１．取引の概要

当行は信託銀行に「阿波銀グループ職員持株会専用信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持

信託は、その設定後３年間にわたり「阿波銀グループ職員持株会」（以下、「持株会」という。）が取得する

と見込まれる数の当行株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当行株式の売

却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益

相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす職員に分配されます。

なお、当行は、従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当行株価の下落によ

り、従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入

金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。

２．信託が保有する当行の株式に関する事項

(1) 信託が保有する当行の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。

(2) 信託における帳簿価額は、前連結会計年度末647百万円、当第１四半期連結会計期間末510百万円でありま

す。

(3) 信託が保有する当行株式の株式数は、前連結会計年度末259千株、当第１四半期連結会計期間末204千株で

あります。

３．総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は、前連結会計年度末651百万円、当第１四半期連結会計期

間末651百万円であります。

（退職給付制度）

当行グループは、2021年４月１日に確定給付企業年金制度を「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第

26号2016年12月16日）第４項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金へ移行しております。移

行に伴う会計処理については、「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」（実務対応報告

第33号2016年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号2016

年12月16日）並びに「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号2007

年２月７日）を適用しております。これにより、当第１四半期連結会計期間の特別利益として「退職給付制度終

了益」44百万円を計上しております。

また、当行において設定しておりました退職給付信託を解約しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

破綻先債権額 1,265百万円 1,238百万円

延滞債権額 38,274百万円 38,211百万円

３カ月以上延滞債権額 741百万円 571百万円

貸出条件緩和債権額 6,744百万円 6,958百万円

合計額 47,026百万円 46,980百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※２ 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務

の額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

19,189百万円 19,303百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※１ その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

償却債権取立益 159百万円 171百万円

株式等売却益 950百万円 741百万円

※２ その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

貸倒引当金繰入額 1,029百万円 260百万円

株式等売却損 679百万円 59百万円

株式等償却 0百万円 23百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）の償却額は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

減価償却費 721百万円 775百万円
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（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年６月30日）

１ 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年５月15日
取締役会

普通株式 954 22.50 2020年３月31日 2020年６月10日
その他利益
剰余金

(注) 配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配当金４百万円が含まれております。

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

　 該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年６月30日）

１ 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月14日
取締役会

普通株式 848 20.00 2021年３月31日 2021年６月10日
その他利益
剰余金

(注) 配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株式に対する配当金がそれぞれ４百万円

及び５百万円含まれております。

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

　 該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年６月30日）

１ 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント
調整額
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額
(百万円)銀行業

(百万円)
リース業
(百万円)

計
(百万円)

経常収益

　外部顧客に対する経常収益 12,631 3,683 16,315 ― 16,315

　セグメント間の内部経常収益 35 44 79 △79 ―

計 12,667 3,728 16,395 △79 16,315

セグメント利益 2,847 93 2,940 0 2,941

(注) １ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っており、また、セグメント利益の調整額

０百万円は、セグメント間の取引により発生したものであります。

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び地価の下落した事業用資産等並びに移転・建替えの決

定に伴い除却を予定している資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額109百万円を減損

損失として特別損失に計上しております。セグメントごとの減損損失の計上額は、銀行業87百万円、リース業

22百万円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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当第１四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年６月30日）

１ 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

報告セグメント
調整額
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額
(百万円)銀行業

(百万円)
リース業
(百万円)

計
(百万円)

役務取引等収益 2,006 ― 2,006 ― 2,006

預金・貸出業務 272 ― 272 ― 272

為替業務 383 ― 383 ― 383

証券関連業務 475 ― 475 ― 475

代理業務 308 ― 308 ― 308

その他 566 ― 566 ― 566

顧客との契約から生じる経常収益 2,006 ― 2,006 ― 2,006

上記以外の経常収益 11,135 3,615 14,751 ― 14,751

外部顧客に対する経常収益 13,142 3,615 16,758 ― 16,758

セグメント間の内部経常収益 40 44 85 △85 ―

計 13,183 3,660 16,844 △85 16,758

セグメント利益 4,358 141 4,500 0 4,500

(注) １ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っており、また、セグメント利益の調整額

０百万円は、セグメント間の取引により発生したものであります。

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

３ 報告セグメントの変更等に関する事項

「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメ

ントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。これによる影響額はありません。
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（金融商品関係）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（金銭の信託関係）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

１株当たり四半期純利益 円 48.22 76.12

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 2,029 3,193

普通株主に帰属しない
金額

百万円 ― ―

普通株式に係る
親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 2,029 3,193

普通株式の
期中平均株式数

千株 42,083 41,947

(注) １ 役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株式は株主資本において自己株式として計上しており、１

株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当

たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第１四半期連結累計期間321千株、

当第１四半期連結累計期間456千株であります。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないので記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２ 【その他】

期末配当

2021年５月14日開催の取締役会において、第209期の期末配当につき次のとおり決議いたしました。

期末配当金総額 848百万円

１株当たりの期末配当金 20円00銭

支払請求の効力発生日及び支払開始日 2021年６月10日

（注）期末配当金総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び従持信託が保有する当行株式に対する配当金がそれぞれ４

百万円及び５百万円含まれております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年７月30日

株式会社阿波銀行

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 黒 木 賢 一 郎 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 橋 正 紹 ㊞

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社阿波銀

行の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021年６

月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社阿波銀行及び連結子会社の2021年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　



・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

※１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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株式会社阿波銀行大阪支店

（大阪市中央区久太郎町三丁目１番７号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当行取締役頭取 長岡 奨 は、当行の第210期第１四半期（自2021年４月１日 至2021年６月30日）の四半期報告書

の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

特記すべき事項はありません。
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